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戦後肢体不自由教育における医療から教育へのパラダイム

チェンジ 

岩手大学教育学部教授 

柴垣 登 

要旨： 

本稿では、1970 年代前半から後半にかけて生起した、肢体不自由教育における医療から教育へ

のパラダイムチェンジについて、それが生起した理由と、そのことをめぐる医療関係者と教育関

係者の相克を、『肢体不自由教育』誌上で行われた両者の論争から明らかにすることを目的とす

る。戦後の肢体不自由教育では、軽度の肢体不自由児が対象であり、治療が第一とされた。1960

年代前半から後半にかけて、肢体不自由養護学校が整備されていくにつれて、脳性マヒ児が増加

していく。1970 年代半ばには、肢体不自由養護学校在学児童生徒の約 70％を脳性マヒ児が占め

るようになった。それまでの治る子どもたちから、治らない子どもたちへと対象が変化した結果、

肢体不自由教育も医療から教育へとパラダイムチェンジすることになった。このパラダイムチ

ェンジは、学校において行われる肢体不自由教育の主体を学校が担うという当然の帰結をもた

らしたが、医療関係者からの強い反対もあった。現在、医療的ケア児の増加など学校現場におい

て教育と医療の連携の重要性がいわれている。かつてのパラダイムチェンジの経緯を踏まえて、

今後の教育と医療が対等の立場で連携・協働することの重要性を述べた。 

 

キーワード： 

肢体不自由教育、脳性マヒ、養護・訓練、医療、教育 

1. 目的 

戦後の肢体不自由教育は、肢体不自由児施設内に設置された近隣の小中学校の特殊学級であ

る分校や分教室から始まった。肢体不自由児施設に入所している児童の多くは、ポリオ（脊髄性

小児マヒ）、脳性マヒ、先天性股関節脱臼、骨・関節結核であり（文部省[1982]）、治療可能であ

った★1。そのため、肢体不自由児施設内においては、治療が主であり、教育は従であるという

状況であった。 

しかし、1950 年代半ば以降に養護学校が順次整備されていくにつれて、1960 年代後半には養

護学校での教育が主となっていく。そのような状況の中で、脳性マヒ児が増加していき、1970 年

代半ばには、肢体不自由養護学校在学児童生徒の約 70％を脳性マヒ児が占めるようになった（村

田[1997]）。 

肢体不自由教育の主体が、肢体不自由児施設から養護学校へと移行していったこと、対象とな
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る児童生徒の主たる病類が脳性マヒとなっていったことによって、肢体不自由教育も医療から

教育へとパラダイムチェンジしていくことになった。本稿では、このパラダイムチェンジが生起

した理由と、そのことをめぐる医療関係者と教育関係者の相克を、日本肢体不自由教育研究会が

1970 年から発行している機関誌『肢体不自由教育』に掲載された医療関係者と教育関係者の論

稿から描き出すことを目的とする。また、そこでの論点をふまえて、近年医療的ケア児の増加な

どにより、医療との連携が重要になっている特別支援学校現場における、今後の教育職と医療職

との連携のあり方についても述べる。 

 

2. 養護学校義務制実施までの肢体不自由教育の状況 

2.1. 戦後肢体不自由教育の発足 

戦前には、肢体不自由児を対象とした学校は、1932 年に開校した東京市立光明学校の他はな

く、学齢期の肢体不自由児は小学校の通常学級に通うしかなかった★2。しかし、それも歩行や

書字など通学や学習が可能な軽度の肢体不自由児に限られており、より障害の程度が重い肢体

不自由児は、就学免除されていた★3。このような状況の中で、茨城や大阪、三重、熊本の各府

県では小学校の中に特別な学級を設けたり、身体虚弱児や精神薄弱児の学級と併設したりして

いた。これらの学級を含めて、戦前には全国でおよそ 14 の肢体不自由児学級に 100 人前後の児

童が在籍していたといわれている（文部省[1978:153]）。 

戦後の肢体不自由教育は、肢体不自由児施設等に設けられた特殊学級から始まり、次いで公立

養護学校の設置にともない養護学校での教育が行われていくという経緯をたどっている（文部

省[1978]）。その背景には、先述のように戦前の肢体不自由教育が東京市立光明学校や一部の府

県の小学校に設置された肢体不自由学級で行われていたのみで、基盤となる学校制度や教育体

系が確立されていなかったことがある。また、日本の「肢体不自由児の父」と呼ばれる高木憲次

の影響も大きかった。高木憲次は、戦前から東京帝国大学医学部整形外科講座教授として、肢体

不自由児の治療に当たるとともに、治療・教育・職能の機能を兼備した施設の必要性を訴え、1942

年 5 月の整肢療護園の開園に尽力した。 

高木憲次は、戦後に児童福祉法の草案起草委員となり、肢体不自由問題を児童福祉法に含める

ことを力説した。その結果、法律の裏づけのもとに肢体不自由療育事業を発展させる基盤が確立

され、1950 年ごろから、児童福祉法に定められた肢体不自由児施設が各都道府県に設置されて

いった。肢体不自由児施設の増加にともない、入所する子供たちへの教育をどのようにするのか

という問題が顕在化していった。この問題に対応するために、施設内に近隣小・中学校の特殊学

級を設置したことが、戦後の肢体不自由教育の出発点となった（文部省[1978]、村田[1997]）。

また、その背景には、当時は養護学校が非義務教育機関であったために、これを設置・運営する

場合には、建物の建築費、教職員給与費、教材費等について国からの補助がまったく受けられな
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かったため、やむをえず特殊学級を設けたという事情もあった（文部省[1982]）。 

1950 年代の前半からは、地域に居住する肢体不自由児のために、小学校内に肢体不自由特殊

学級が設置されはじめた。まず、1952 年 4 月に大阪府教育委員会によって、大阪府立盲学校内

に最初の肢体不自由児のための特殊学級が、肢体不自由養護学校創設の前段階として実験的研

究のために設置された。また、地域社会から通学してくる肢体不自由児のための特殊学級は、

1954 年 5 月に姫路市立広畑小学校に、1955 年 4 月には尼崎市立長洲小学校および姫路市立粟

生小学校、同市立船場小学校にも設置された。その後、1956 年 11 月に盛岡市立河北小学校に、

1958 年 4 月に西宮市立浜脇小学校に肢体不自由特殊学級が設置されている（文部省[1978]、村

田[1997]）。 

 

2.2. 養護学校の整備と対象児の変化 

非義務教育機関であったために、なかなか設置が進まなかった公立の肢体不自由養護学校は、

1956 年 4 月に開校した大阪府立養護学校が嚆矢となる★4。同校は、先述の大阪府立盲学校内に

設置された肢体不自由児のための特殊学級を母体としたものである。また、同じ 1956 年 4 月に

愛知県立養護学校が開校している。1957 年の公立養護学校整備特別措置法の全面施行、および、

1960 年を起点とする、養護学校の設置を促進する文部省の五か年計画を受け、1969 年に滋賀県

立養護学校が開設されたことで、全都道府県での養護学校設置が実現した。1969 年時点での養

護学校数は 95 校、在学者数は 13,080 人であった。 

 

2.3. 脳性マヒ児の増加にともなう対応の変化 

養護学校の整備が進むにつれて脳性マヒ児の増加が進み、1970 年代半ばには養護学校在学児

童生徒の約 70％を脳性マヒ児が占めるようになったことは先述のとおりである。このような状

況の中で、治療を主としていた肢体不自由児への対応は、徐々に教育を主とするものに変わって

いく。『肢体不自由教育』第 1 号（1970 年 2 月）の巻頭言で、橋本重治東京教育大学教授★5 は

次のように述べている。 

 

つくづく思うことは、日本の肢体不自由教育が、ようやく教育関係者の教育となったとい

う点である。それでは十年も前はそうでなかったのかといわれると、正にそうであったよ

うに思う。つまり医科大学を出られたお医者さん方からの肢体不自由教育であって、師範

学校や教育学部を出た先生方からの肢体不自由教育ではなかったように思うのである（橋

本[1970:2]）。 

 

橋本は、肢体不自由教育を先導した高木憲次ら医療関係者への感謝の念を忘れてはならない
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とした上で、次のように述べている。 

 

今や肢体不自由は、特にまた脳性マヒ児が相対的に増加したりして、広い視野に立ち、い

ろいろの専門の人たちが協力してこれと取り組む必要に迫られてきた。しかしこれを統

合する中心的責任者として、だんだんに教師が医師にかわりつつあることは事実である

といえよう。なぜなら、養護学校が普及発達したからである（橋本[1970:3]）。 

 

このように肢体不自由教育を担う主体は、養護学校の普及発達とそれにともなう脳性マヒ児

の増加によって、医療関係者から教師を中心としたさまざまな専門家からなる教育関係者へと

移行していった。 

 

2.4. 1961 年 養護学校対象児童生徒の判別基準の改訂 

肢体不自由教育を担う主体が医療関係者から教育関係者へと移行したことにより、肢体不自

由教育の対象となる児童生徒の基準や教育的措置、養護学校の教育内容や方法も変化していく。

その一つが対象児童生徒の判別基準の改訂である。1953 年 6 月に文部次官通達として出された

「教育上特別な取り扱いを要する児童生徒の判別基準について」では、肢体不自由児の教育的措

置について次のように定められていた（文部省[1978:422]）。 

 

定義 

肢体（四肢と体幹）に不自由なところがあり、そのままでは将来生業を営む上に支障を

きたす虞のあるものを肢体不自由者とする。 

基準 

 1 きわめて長期にわたり病状が持続し、あるいはしばしば再発をくり返すもの、および終

生不治で機能障害が高度のもの。 

 2 治療に長期間（二か年以上）を要するもの。 

 3 比較的短期間で治療の完了するもの。 

 4 約一か年で治療が完了するもの。またはこの間に運動機能の相当の自然改善、進歩が望

まれるもの。 

教育的措置 

1 基準 1 に規定した程度に該当するものに対しては、就学免除を考慮する。 

2 基準 2 に規定した程度に該当するものに対しては、養護学校（有寮）か特殊学級に入れ

て、教育を行い治療を受けることが望ましい。 

3 基準 3 に規定した程度に該当するものに対しては、特殊学級に入れて指導するか、また
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は普通学級で特に留意して指導するのが望ましい。 

4 基準 4 に規定した程度に該当するものに対しては、就学猶予を考慮する。 

 

一見してわかるように、この判別基準は治療に要する期間の長さによって教育的措置が決め

られている。このように規定された理由は、「当時は、まだ肢体不自由教育は、主として肢体不

自由児施設内教育として行われていたこと、したがって、教育の主対象が外科的手術を必要とす

る単純肢体不自由児であったために、医学的観点が重視されたと思われるから」であるとされる

（文部省[1982:12]）。 

しかし、治療が困難な脳性マヒ児が増加するにしたがって、治療の期間で教育的措置を決める

ことは困難になる。1961 年 10 月の学校教育法施行令第 22 条の 2 において養護学校の対象とな

る肢体不自由児の障害の程度は次のように規定され、肢体不自由による機能障害の重さの程度

を基準としたものとなった（文部省[1978:423]）。 

 

 一 体幹の機能の障害が体幹を支持することが不可能又は困難な程度のもの 

 二 上肢の機能の障害が筆記をすることが不可能又は困難な程度のもの 

 三 下肢の機能の障害が歩行をすることが不可能又は困難な程度のもの 

 四 前三号に掲げるもののほか、肢体の機能の障害がこれらと同程度のもの 

 五 肢体の機能障害が前各号に掲げる程度に達しないもののうち、六月以上の医学的観察

指導を必要とする程度のもの 

 

2.5. 1971 年 養護学校（肢体不自由教育）学習指導要領の改訂 

二つめの変化は、1971 年の養護学校学習指導要領の改訂である。肢体不自由養護学校の学習

指導要領は 1963 年に初めて制定された。この学習指導要領は、「肢体不自由という単一の障害

を有するもので、しかも学校の教室に通って教育を受けられるものを対象として作成され、重複

障害児や肢体不自由児施設等の入所療養中のものについては、特例という形で考慮」されるもの

であった（村田[1997:103]）。 

しかし、1960 年代前半から 1970 年代にかけて、養護学校の普及発達とそれにともなう脳性

マヒ児が増加したことによって、「肢体不自由単一の障害を有するもので、しかも学校の教室に

通って教育を受けられるものを対象とした」当初の学習指導要領では、十分な対応が難しくなっ

た。それは、増加した脳性マヒ児の多くが、障害が重度であったり、他の障害を重複していたり

していたためである。そのため、1971 年には学習指導要領の改訂が行われ、小学部は 1971 年か

ら、中学部は 1972 年から、高等部は 1973 年から実施された。この学習指導要領は、①障害を

克服し、積極的に社会参加していくための能力を養うことを重視するという肢体不自由養護学
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校各部（小学部、中学部、高等部）の教育目標を明確にすること、②児童生徒の障害の種類、程

度や能力・適性等の多様性に応ずるため、教育課程の弾力的な編成が可能になるようにすること、

③心身の発達上の遅滞や欠陥を補うために必要な特別な指導分野を充実するために、「養護・訓

練」の領域を新設することを大きな特徴としていた（村田[1971]、文部省[1978]）。 

この学習指導要領の改訂において重要なことは、②に関連して脳性マヒ等の児童および生徒

に係る特例★6 が規定されたことと重複障害者の教育の方向性★7 が定められたこと、そして③

の「養護・訓練」の新設である。このうち、脳性マヒ等の児童および生徒に係る特例と、重複障

害者の教育の方向性については、肢体不自由養護学校における脳性マヒ児の増加と、脳性マヒ児

を中心とした重複障害児が増加したことによる。 

 

3. 1971 年学習指導要領をめぐる医療関係者と教育関係者の相克 

3.1. 医療者からの批判 

肢体不自由教育が医療から教育へと移行していったことについて、医療の側からは比較的好

意的な見方と批判的な見方があった。例えば、医学博士であり当時福岡教育大学の肢体不自由児

教育教員養成課程教授であった城戸正明は次のように述べ、医療や他の専門家との連携を図り

つつも、肢体不自由教育の場においては教員がリーダーシップをとること、そのための識見と主

体性を持つために一層努力することの必要性を強調している。 

 

今後の肢体不自由教育の充実と発展のためには、教育の場で子どもたちの学習を阻害し

ているものはなになのか、これをどうしたら軽減することができるかを、これらの問題に

関係ある医療面（医師、療法士など）や、家庭、その他福祉面の専門家たちとのチーム・

カンファレンスの中で解決点を見い出していくべきでありますが、これらのチームワー

クのメンバーの一員として、教育の場では教師はチームリーダーとしての識見と主体性

を持つために、なおいっそうの今後の努力が必要だと考えられます（城戸[1972:3]）。 

 

一方で、医療から教育への移行について厳しい意見もあった。その急先鋒であったのは、当時

整肢療護園長・日本障害者リハビリテーション協会事務局長であった小池文英★8 である。特に

小池が問題にしたのが養護・訓練という領域が新たに設けられたことと、その実施の主体が教師

に移ったことにあった。 

養護・訓練とは、「児童または生徒の心身の障害の状態を改善し、または克服するために必要

な知識、技能、態度および習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤をつちかう」ことを目標

として、「心身の適応」、「感覚機能の向上」、「運動機能の向上」、「意思の伝達」の 4 つの区分に
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分けられた内容を、「個々の児童または生徒の心身の障害の状態、発達段階および経験の程度に

応じて」、「個別にその指導の方法を適切に定め」て指導するものであり、「必要に応じて専門の

医師およびその他の専門家の指導・助言を求め、個々の児童または生徒に即した適切な指導がで

きるように」しなければならないものである。昭和 38 年の養護学校小学部学習指導要領（肢体

不自由教育編）では、「機能訓練」と呼ばれ、内容は「機能の訓練」「職能の訓練」「言語の訓練」

の 3 つに分かれていたが、その指導計画の作成にあたっては「専門医の処方に基づき、必要があ

る場合にはその指導を求め、上記内容のうち個々の児童に最も適したものを選定することが必

要」とされていた（文部省[1963:9-10]）。 

小池は、機能訓練から養護・訓練になったことについて、まず「改定後わずか約二年しかたっ

ていないこの短い間に、多くを期待すること自体がそもそも誤りである」とした上で、養護・訓

練がその意図する目的を達成するかどうかは人の問題に帰着するとし、「肢体不自由養護学校に

ついていうならば、機能訓練を担当する専門職員をいかにして養成するか、という問題につなが

る」のであり、「従来より多数の関係者の重大な関心事であり、種々の論議が展開されてきたと

ころである」と述べている（小池[1973:2]）。また、一般のリハビリテーションにおいて「理学

療法」や「作業療法」という用語が使用されるのに対して、肢体不自由養護学校では「機能訓練」

や「職能訓練」と呼んでいることについて「養護学校においては一般のリハビリテーションにお

ける理学療法や作業療法とは違った（より高次の）内容のサービスが行われているから、したが

って名称もおのずから異なるのである、というのであるならば、まことにもっともであり、わが

国の特殊教育が国際的水準をぬきんでている一つの証左でもある、ということになるのであっ

て、まことにご同慶の至りである」と皮肉を述べている。その上で、「これは単に用語の問題の

みにとどまらず、その背後に、養護・訓練の今後のあり方に関する本質的な課題につながってい

ると考えるので、真剣に検討してほしいところである」と、養護・訓練に対する教育の側の検討

を求めている（小池[1973:３]）。 

小池はこの後、『肢体不自由教育』誌上で、動作訓練★9 をもって肢体不自由児の身体運動の

不自由を改善しようとする成瀬悟策九州大学教育学部教授と「成瀬・小池論争★10」と呼ばれる

論争を繰り広げている。その発端となったのが、『肢体不自由教育』第 16 号（1973 年 9 月）に

掲載された「動作訓練に対する疑問 －『養護・訓練』と関連して－」と題する論稿である。こ

れに先立つ『肢体不自由教育』第 14 号（1973 年 3 月）に成瀬の「養護訓練への提言 －機能訓

練から動作訓練へ－」という論稿が掲載されており、小池のこの論稿では、成瀬の提唱した動作

訓練に対して、医学的立場からの批判や反論を行うとともに、成瀬による動作訓練が「臨床的効

果からしても、理論的基礎から考えても、あるいは理念のうえからみても、こうした動作訓練は、

それ自体が教育的働きかけであり、養護・訓練における『心身の障害の状態を改善し、克服する

ために必要な知識、技能、態度および習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を培う』とい

う目標そのものとまさしく一致する」という考えと、「からだの不自由な子どもを眼前にして、

医療の場にある人は、むしろ積極的に身体機能の回復・増進をめざして機能訓練を進めるのが当

然かもしれない。教育の現場において、養護・訓練を担当する先生がたが、教育活動の一環とし
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て脳性マヒ児を指導されるときは、この機能訓練になじめないかもしれない。そんなとき、他の

教科学習や生活指導と同様の対象、すなわち被教育者自身の主体的活動へのはたらきかけとし

て考える動作訓練の立場に立つほうが、あまりちぐはぐな感じをいだかずに、一貫した態度で子

どもたちに接することができるのではあるまいか」という動作訓練こそが教育現場に適切なも

のであるとの考えに反論したものである。 

小池は、脳性マヒ児が多種類の随伴障害を有することから、医療現場では小児科医、小児神経

科医、整形外科医、眼科医、耳鼻咽喉科医、精神科医、歯科医師など多数の専門家によるチーム・

アプローチで行われているのに対して、養護学校ではチームではなく、教師による単独アプロー

チを志向しているように思われるとして、今後チームによるアプローチをもっと真剣に考慮す

べきであると述べている（小池[1973:53-54]）。小池の立場は、肢体不自由養護学校が今後「チ

ーム・アプローチの鉄則を逸脱して、万が一にも教育的領域のわく内だけに閉じ込めようとする

のであるならば、それはあまりに悲しき退歩と言わざるをえ」ず、「望むらくは『養護・訓練』

の設定によって、今後そのプラスの面が生かされるとともに、チーム・アプローチの面において

も遺憾なきよう願ってやまない。更に願うことを許されるならば、これを契機として、あらゆる

専門家を養護学校内に招き入れて、彼らの知識・技術を貪婪に吸収し、あるいは最大限に活用す

るような積極的な姿勢を打ち出していただきたいものと念願する次第である」というものであ

り、肢体不自由養護学校から医療職がしめ出されることに対する危惧の念を表明していた。 

当時静岡療護園長であった望月達夫は、全国的な養護・訓練の実情と、それに対する校医の意

識をアンケートによって調査し、その結果を『肢体不自由教育』第 20 号（1974 年 12 月）に発

表している。その結果、校医からの回答の大部分が「養訓は校医の指示によるべし、多くの回答

が応用動作にとどめるべし」であること、「校医として養訓を児童の障害治療の上で重大なもの

であると考え、教師の独走には危惧を感じていることを示」しており、「この点について、現場

で養訓を担当する教師はどう考えているのだろうか」と疑問を呈している。また、肢体不自由養

護学校で動作訓練が好意的に取り入れられつつある状況については、「成瀬教授はじめ本法の提

唱者が教育界の方であるためか、全国の学校に急速に広まりつつある。そして校医の指示と無関

係に（当時学校の訓練は校医の指示を要したころ）行われ、いくつかのトラブルと偶発事故もあ

った。脳性マヒの訓練は確立されたものはなく、新しい試みがなされるのは当然であるが、この

傾向には問題がある」とし、「教師が本法を実施したいと考えるなら、何故これらの校医の同意

をえて実施しようといないのだろうか。校医と無関係にいやがる子をおさえつけて、筋の他動的

伸展が行われるのが、提唱者の真意とは思われないが、それが行われているのも事実である」と

して、教師が勝手に動作訓練を行うことに対しての危惧の念を示している。そして、「まして、

医療では A 医がいやなら B 医の診療を受ける患者の自由があるに対し、義務教育の中の養訓を

拒否する自由は児童生徒にはないであろう。それだけに問題は大きい」と結んでいる（望月

[1974:4-10]）。 

小池、望月に代表される医療の側からは、それまでの肢体不自由養護学校における機能訓練が

養護・訓練に替わること、その実施主体が医師や PT・OT 等の医療職から教師に替わることに
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対して強い危機感があった。 

 

3.2 教育の側の見解 

以上見てきたように、小池は医療の立場から、教育だけでなく医学的な立場の専門家をはじめ

とする多様な専門家によるチーム・アプローチによって養護・訓練が実施されることを求めてい

た。では、このことに関して教育の側ではどのような考え方をとっていたのであろうか。 

『肢体不自由教育』第 15 号（1973 年 6 月）に、当時国立特殊教育総合研究所肢体不自由教育

研究室長を務めていた村田茂の「養護・訓練をめぐって －脳性マヒ児の動作訓練研修会におけ

る講義から－」という論稿が掲載されている。この論稿で村田は、養護・訓練の名称の意味や、

養護・訓練が新設された意義、養護・訓練の性格、養護・訓練の内容の考え方（それまでの機能

訓練との関連）などについて説明を加えている。その中で、それまでの機能訓練との違いについ

て次のように述べている。 

 

従来の機能訓練の場合、実施する上におきましては、必ず医師の処方を必要としておりま

した。すなわち、旧学習指導要領の総則に、「機能訓練の時間においては、特別な技能を

有する教職員が、学校医の処方に基づき、…」とありましたように、必ず学校医の処方を

必要としたわけであります。養護・訓練は、先ほど申し上げましたように、養護・訓練す

なわち機能訓練ではなく、機能訓練以外の種々の内容も含まれていることから、またこの

養護・訓練の時間の指導を担当する教師の専門性および主体性というものを明確にさせ

るために、従来の機能訓練の場合と異なり、医師の処方を必要とするという表現をとって

おりません。 

すなわち、養護・訓練の「指導計画の作成と内容の取り扱い」におきまして、「必要に応

じて専門の医師およびその他の専門家の指導・助言を求め…」というように記述されてお

ります。「必要に応じて」と申しますのは、養護・訓練の時間の指導を担当する教師の専

門的な立場からみて、必要がなければ指導・助言を求めなくてもよいという意味であり、

また、「その他の専門家」と申しますのは、医師だけではなく、たとえば臨床心理学者か

らも指導・助言を求められるように、という意味であります（村田[1973:11]）。 

 

ここにあるように、養護・訓練は従来の機能訓練ではなく、機能訓練以外の種々の内容も含ま

れているということが一つのポイントであろう。先にみたように、小池においては、あくまで医

療者の立場から、肢体不自由養護学校において実施される訓練は、一般のリハビリテーションに

おける「理学療法」や「作業療法」の内容に即したものであり、その実施は本来専門的な教育を

受けて養成される PT や OT であるべきという考えが強かった。 

しかし、教育の立場からは「従来の機能訓練は、内容的にも方法的にも理学療法や作業療法等
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に基礎を置くものに限られて」いたが、この頃になると「養護・訓練の指導の具体的に展開する

際に、従来の『機能訓練』の立場に制約されず、新たな発想から新たな方法を適用しようとする

試みが見られ始め」ていること、「このような試みに対して、従来の機能訓練の立場から、とか

くの批判があるが、それらの議論が、理論的・方法的な問題よりも周辺的な問題に流れがちであ

り」、「現在のところ、脳性まひ児の運動障害を改善するための技法については、これという決め

手になるものはないように思われるが、それらをめぐる不毛の議論よりも、それらの実践の積み

重ねを通じて、養護・訓練の指導をより具体化していくことこそ、現下の課題」であるとの考え

方があった。それまでの医師の処方を必要とするような医療に偏した訓練のあり方から、医療に

限らず有効な指導法を具体化したいというのが教育の立場であったといえる。また、小池が強く

訴えていたチーム・アプローチについては、重度・重複障害児の指導に関わって、「重度・重複

障害児の教育を具体的に進めていく際に、前述した養護・訓練の指導が重点になるが、このよう

な観点からも、重度・重複障害児に関連のある養護・訓練を中心とした種々の専門家によるチー

ム・アプローチの体制の確立が強く望まれる」としている（村田[1997:124-126]）。しかし、こ

れはあくまでも『肢体不自由教育』第 15 号において村田が述べているように、養護・訓練の時

間の指導を担当する教師が主導する、医師だけではなく、たとえば臨床心理学者なども含む専門

家によるチーム・アプロ―チであり、小池の医療現場におけるチーム・アプローチとは異なる。

そこには、医療が主導して進められてきた戦後の肢体不自由教育の実践をふまえつつも、脳性マ

ヒ児の増加という児童生徒の変化に応じた新たな教育への指向が、このような変化を生じさせ

たと考えられる。 

 

4. 今後の医療と教育のあり方 

脳性マヒ児の増加とそれに伴う重度・重複障害児の増加は、治療を主とし、教育を従とする肢

体不自由児施設から始まった戦後肢体不自由教育の系譜を引きずっていた、それまでの肢体不

自由教育のしがらみから脱するという結果をもたらした。成瀬・小池論争が行われた際、この論

争が教育現場に混乱をもたらすのではないかという心配があった。しかし、このような論争は逆

に教育現場では好意的に受け取られ、また、その結果として成瀬の動作理論に賛意を示す者が多

かったとされる（肢体不自由教育編集部[1974:60]）。こののち、教師が主導し、動作訓練（動作

法とも呼称される）を主たる指導法として養護・訓練の指導を行う肢体不自由養護学校が多くな

っていく。 

また、医療から教育へのパラダイムチェンジは、思わぬところへ波及する。1960 年ごろから

始まった脳性マヒの不随意運動に対して定位脳手術★11 が始まった事由や衰退した要因を検証

した小井戸は、定位脳手術が衰退した要因として、「社会福祉領域における脳性麻痺者／児への

支援の拡充と障害者に対する人権意識の高まり」とともに、1979 年の養護学校義務化に向け肢

体不自由児教育の場が整えられていったことで、「親たちは我が子と同じ境遇にある子どもの存
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在を実感し、教育を受けながら暮らしのイメージを持てる時代」になり、そのような生活環境の

変化によって「手術に関する情報の共有と選択の手段を得た家族は、危険な脳手術にかけてまで

我が子の障害をなおそうとはしなくなった」としている（小井戸[2022:69]）。肢体不自由教育に

おける医療から教育へのパラダイムチェンジは、肢体不自由児の親の意識やその生活をも変え

ることにつながっていった。 

しかし、肢体不自由教育の主体が教育になったからといって、その障害から生じる生活上や学

習上の困難を改善する上で、医療との連携や協働の必要性が減じるわけではない。特に近年は、

医療的ケアを必要とする児童生徒の増加によって、あらためて教育と医療の連携が重視される

ようになっている。そこで問われるのは、連携を進める上での両者の関係性の問題であると考え

られる。どちらかが主でどちらかが従というような関係ではなく、両者がその役割を明確にした

上で、対等な立場で必要な連携や協働を進めていく必要がある。この点に関して、2013 年当時

「心身障害児総合医療センター（整肢療護園の後身）むらさき愛育園園長」の北住は、自身が校

医や指導医として肢体不自由特別支援学校に 30 年以上関わった経験と、外来で肢体不自由、重

度・重複障害、知的障害、自閉症スペクトラム障害などの子どもの診療を通して学校と間接的に

関わってきた経験をもとに、教育と医療の協働について、学校は「医師の意見は十分に尊重」し

つつも、「学校が医療的な対応に流されてしまわないようにすること、いわば『学校の医療化』

を防ぐこと」が大切であるとし、具体的に次のようなことを避ける必要があるとしている。 

 

・医学的診断や医学的な整理を求めすぎる。 

・問題が生じた場合には医療的な原因だけを追い過ぎる。 

・医療的な判断や対応、医師の判断に頼り過ぎる。 

・医学的な数値のみを重視し過ぎる。 

・薬に頼り過ぎる、あるいは逆に問題を薬の影響と考え過ぎる。 

・医療的ケアに依存し過ぎ、医療的ケアの実施のみを優先し過ぎる。 

・教員の関りが、医療的ケアなど医療的対応に追われてしまう。 

・医療的な面の安全性のみを重視し過ぎて、活動や生活に過度の制限を加えてしまう（北住

[2013:3]）。 

 

そして、以上のようなことに陥らないように、「医療サイドのスタッフも心がけるとともに、

学校内スタッフが子供一人一人の日々の現実の様子と全体像を詳しく把握し、それぞれの子供

に合った適切な対応の仕方を自らが考えていく努力が必要」としている（北住[2013:3]）。 

医療からの提言に対して、教育の場では学習指導要領において、「各学校に在籍する児童生徒

の障害が重度・重複化，多様化してきていることから，児童生徒の中には，発熱しやすい，発作

が起きやすい，疲労しやすいなどの傾向のある者が見られる。そのため，児童生徒の保健及び安

全について留意することが極めて重要である。そこで，学校医等との連絡を十分にとることが必
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要」であるとしている（文部科学省[2018:286]）。また、「特に重複障害者等の指導においては、

必要に応じて，専門の医師，看護師，理学療法士，作業療法士，言語聴覚士，心理学や教育学の

専門家等に指導・助言を求めたり，連絡を取り合ったりすることが重要」とされ（文部科学省

[2018:285]）、教育と医療との間で緊密な関係性を構築することが求められている。 

このような状況の中で、今後の両者の連携・協働はかつてのような二項対立的なものであって

はならず、対等の関係でなくてはならない。北住がいうように教育と医療それぞれの「専門性を

大事にしながら関係性も基本にしていく」ことが求められる。教育の場において「担当する子供

と関係の深い教員が、その子供の現実の姿を大事にし、関係性を基本にした主体的な判断をして

いけるようになることが、重要」であり（北住[2013:3]）、そのためには教育の側もその専門性

を高めていくことが求められている。北住は、「医師の意見は十分に尊重されるべき」であると

しつつ、「医師の判断が全て正しい訳ではありません。医師には判断がつきかねる課題や、単純

な医学的判断では不適切な判断となってしまうことも少なくありません」（北住[2013:3]）と述

べているが、教育の側においても自分たちのできることとわかることに限界があることを承知

した上で、主体性を発揮しつつ、医療とどのように連携・協働していけばよいのかを考えること

が求められる。徳永は教育における多職種との連携は「『適切な指導ができるようにする』こと

が目的」であり、教員は「責任をもって、そして教員としての自負をもって肢体不自由のある子

供を捉え、『指導』をするために連携し、助言を受けた内容を、指導の文脈に生かしていく力が

必要に」なるとしている。その上で連携を図っていくためには「学校での指導のことだけが分か

ればよいのではなく、前述の【特別支援教育の専門性】に整理された、連携を図る相手の職務内

容や立場等を理解し、それらを尊重した上で、分かりやすい言葉で説明したり、コミュニケーシ

ョンを取ったりしていく力が重要な専門性の一つだと考えられ」るとしている（徳永[2013:7-8]）。

教育の専門家として相応の専門性を持つことが、医療や多職種との対等な連携・協働を行う上で

の大前提となる。 

かつての養護・訓練は、1999 年の養護学校学習指導要領の改訂によって「自立活動」に名称

が変更された。その理由は、養護・訓練について「自立を目指した主体的な活動を一層推進する

観点から、目標にその旨を明記し、内容についても、コミュニケーションや運動・動作の基本的

技能に関する指導等が充実されるよう改善する」ためである（文部省[2000:6]）。このような変

更の背景には、障害のある人の「自立」についての考え方や、障害のある人を取り巻く社会の変

化、さらには「障害」についての考え方が変化したことがある。現在ではさらにインクルーシブ

教育の実現が目指される中で、障害のある人の教育に限らず、教育そのもののパラダイムチェン

ジが求められている。かつての医療から教育へのパラダイムチェンジは、子供を中心としたもの

ではなかったが、現在の教育と医療の連携・協働に求められるのは、「自立を目指した主体的な

活動を一層推進する」ことであり、子供を中心とした両者の対等な関係性の構築という新たなパ

ラダイムチェンジでなければならない。 

 

【付記】 
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本研究は、JSPS 科研費（課題番号 A21H044061）の研究成果の一部である。 

 

■註 

★1 『改訂増補版 肢体不自由教育の発展』には、当時の肢体不自由児施設の入所児が、

「主として医療的措置の必要のために」入所していたと述べられている（全国肢体不自由

養護学校長会[1981:32]）。 

★2 1930 年 6 月に東京市教育局が実施した「体操ヲ免除スヘキ程度の骨関節並ニ筋肉疾

病異常ヲ有スル児童調査」の結果、東京市立小学校に約 700 名の肢体不自由児がいること

が明らかにされている（文部省[1978:150]）。 

★3 村田は、肢体不自由児が義務教育から除外されていった過程について次のように述

べている。それは、社会における偏見にもとづく肢体不自由の位置づけの問題であり、教

育的価値判断に基づくものではなかった。そのことは戦前の肢体不自由教育の取組がごく

限られたものとなるとともに、戦後の肢体不自由教育の進展にも大きく関わったと考えら

れる。 

 

肢体不自由は、過去において業病とされていたハンセン病と結び付けられやすく、忌み嫌

われたという例も多く、このような偏見や蔑視のために、彼らを目立たせないように人前

に出すことが極力避けられ、隠しおかれてきた。したがって、社会的問題となることは、

ほとんどなかったといってよい。 

このような社会的偏見も手つだって、「学制」以来、肢体不自由児は、学校教育の対象外

とされてきた。すなわち、明治十年代から日清・日露の両戦争にかけての富国強兵策の推

進とともに、義務教育制度の確立が図られていく過程において、法令上の就学義務猶予・

免除規定が明確となってくるのに伴い、事実上不就学であった肢体不自由児に対しては、

就学を強制することが不可能か又はその必要がないかのいずれにせよ、「不具廃疾」とい

う理由のもとに、就学義務免除が当然とされて義務教育から除外されていったのである。

このことは、社会的偏見との関連において成立していた社会的慣行を法令において公認

したという意味をもっていたのである。 （村田[1979:51]） 

 

★4 1951 年 4 月に群馬整肢療護園（1950 年 3 月完成）内に「養護学校」と称する日本最

初の肢体不自由児のための学校である「養護学校嫩葉学園 」が開校していたが、これは

私立であり公的な教育機関としては大阪府立養護学校が初めての養護学校であった。  

★5 橋本重治は、1938 年東京文理科大学心理学科を卒業し、1958 年頃から肢体不自由教

育に携わる。本論稿の執筆当時は東京教育大学教授・教育学博士であった。著書に『肢体
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不自由児の心理と教育』（1963 年）、『肢体不自由教育総説』（1972 年）などがあり、戦後

の肢体不自由教育研究や養護学校教員養成をリードした。以上は、橋本（1972）の記載内

容から筆者がまとめた。 

★6 特例の内容は、各教科の内容を脳性マヒ児の障害の状況や特性に合わせものとする

ことができることや、指導計画の作成において、児童生徒の能力・適性や心身の発達段階

等に応じて適切に組織することができることなどである（文部省[1971]）。 

★7 この方向性については、以下のような考え方による。 

 

肢体不自由養護学校における重複障害者のほとんどは、脳性まひ者である。脳性まひ者は、

さまざまな原因により脳になんらかの障害を受け、それに起因する中枢性の運動機能障

害をもつ肢体不自由者である。しかし、その障害が中枢神経系の障害であるところから、

さまざまな随伴障害を有することは周知のとおりである。すなわち、精神発達の遅滞、視

覚や聴覚などの感覚・知覚の異常、言語障害、けいれん発作、性格・行動の異常などがそ

れである。したがって、すべての脳性まひ者の教育については、医学や心理学などの隣接

科学との協力に基づいた治療教育的配慮が必要なのである。（中略） 

したがって、その教育課程は、小学校や中学校の教科のわく組みにとらわれることなく、

児童生徒の能力・適性等、および興味や要求に応じた適切な経験や活動をもって組織する

ことが必要である（村田[1971:16-17]）。 

 

 以上のような考え方にもとづいて、具体的には精神薄弱者を教育する養護学校の各教科

に準じた目標、内容を定めて適切な教育課程を編成できること、各教科や領域の目標、内

容の一部または全部を合わせて指導することができること、養護・訓練を主として指導す

ることができることなどがある。 

★8 小池文英は、東大医学部を卒業後、我が国の肢体不自由児者の療育の進展に尽力し

た高木憲次の主宰する整形外科医局に 1939 年 4 月に入局し、1942 年 5 月からは新たに開

園した整肢療護園の医員として肢体不自由児者医療に携わる。1947 年に整肢療護園医療部

長、1963 年から 1983 年の間は整肢療護園長（1980 年からは心身障害児総合医療療育セ

ンター所長となる）を務め、また、その間我が国最初の肢体不自由児のための学校である

光明学校にも関わった。一貫して肢体不自由児者の医療に携わるとともに、入所児の教育

保障や充実にも関わった。戦後から 1960 年代にかけての状況を「当時のことを回顧する

と、特殊教育（さらには療育）の夜明けを見るような、まことに懐かしい感慨に浸るので

ある」と述べており（小池[1981:660-661]）、戦中から戦後にかけての肢体不自由児者の医

療とともに教育についてもその経緯を見続けており、肢体不自由教育においても重い存在

であった。以上は、各種の資料から筆者がまとめた。 

★9 成瀬は、脳性マヒ児の不自由を「不自由から生じる二次的に起こる肢体の障害を別
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にすれば、手足そのものには問題はないのだが、その『手足を動かせない』のが問題だと

わかれば、それは、手足を動かそうと思っているにもかかわらず、そのようには動かせな

いでいる当人自身の問題」ととらえる（成瀬[1973:6]）。そして、その問題の本質は「ひと

の身体運動を、その主体の動きに関する意図と、それを実現しようとする努力の結果生じ

るものとして考え、意図→努力→身体運動という連鎖の過程を『動作』と定義すれば、脳

性マヒ児のもつ基本的な困難は、当の主体の努力にもかかわらず、意図された動きと、現

実に生じた身体の動きが喰い違ってしまい、一致しにくいというところにある」としてい

る。動作理論では「必要適度な緊張のしかたが未学習であるか、あるいは誤ってよけいな

力を入れてしまうという誤学習の結果だから、その対処の方法としては、適度の緊張のし

かたをじゅうぶんにマスターさせることであり、誤ってよけいな力を入れる習慣ができて

しまったものには、まずその過度緊張を当人自身の努力で排除できるような能力を高め、

改めて適度適切な緊張のしかたを学習させることになる」（成瀬[1973:8]）として、まずは

自己弛緩（リラクセイション）ができるようなった上で、「身体運動を当人の意図どおり

のものとして実現しうるような努力のしかたと、そのための技巧を身につけさせるための

指導が必要になる。これは動作過程をより的確に進めるための訓練だから、動作訓練とよ

ぶことができる」としている（成瀬[1973:7]）。 

★10 『肢体不自由教育』第 14 号（1973 年 3 月）から第 18 号(1974 年 3 月)にわたって

行われた小池文英と成瀬悟策による、養護・訓練をめぐる論争のこと。『肢体不自由教

育』編集部は、この論争について「成瀬・小池論争は、今日の肢体不自由児の教育及び医

療における人間学的な問題として、また、養護・訓練にかかわり深い問題として、あるい

は、教育や医療の基本理念に迫る重大な問題として、関係者一同、これを看過できない大

切な論争であったと評価できよう。そうした意味で、けっして、物好きなあるいは個人的

な論争とは全く異なる性質のものであり、わが国の肢体不自由教育の歴史に残る重大事件

と考えられる」としている（肢体不自由教育編集部[1974:57-60]）。その後の肢体不自由教

育の中で、特定のテーマで一定の期間に、これだけの論争が行われたことはなく、このこ

とも肢体不自由教育における医療から教育へのパラダイムチェンジの影響の大きさを占め

すものであると考えられる。 

★11 定位脳手術とは、定位脳手術装置という特殊な装置を使い、ターゲットとする脳深

部に針を刺して特定の部位を熱やオイルで破壊（あるいは凝固）する方法と、脳に植え込

む電極と体内に植え込む刺激装置をつないで脳を電気的に刺激して運動機能の改善をはか

る脳深部刺激療法（DSB）がある。1940 年代後半から 1950 年代にかけては侵襲度の大き

い凝固（破壊）による定位脳手術が行われ、のちには電極で刺激する脳深部刺激療法が主

流となった。当初はパーキンソン病を対象としていたが、脳性麻痺のうち不随意運動タイ

プの麻痺を生じさせる脳の部位とパーキンソン病の手術でターゲットとされる部位が共通

することから、パーキンソン病に対する定位脳手術を行っていた医師らによって、脳性麻

痺に対する手術が実験的に始められた可能性があるとされている（小井戸[2022]）。 
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Abstract: 

This paper discusses, the paradigm changes in the domain of education for children with physical 

disability, which-occurred in the early to late 1970s. The purpose is to articulate the controversy 

between the people who worked in the area of medicine and education, and explain the reason 

why it occurred based on the information in the magazine "Education for Children with Physical 

Disability". Post-war education for children with physical disability was targeted at children with 

mild physical disability, and medical treatment was the primary purpose. In the early to late 

1960s, the number of children with cerebral palsy increased as schools for children with physical 

disability were established. In the mid-1970s, cerebral palsy children accounted for about 70% of 

the students at schools for children with physical disability. As a result of the shift from children 

who could be cured to children who could not be cured, the paradigm of education for children 

with physical disability changed from medical care to education. This paradigm change brought 

about the natural consequence that schools would take the lead in education for children with 

physical disability at schools, but there was also strong opposition from medical professionals. 

Currently, the importance of cooperation between education and medical care is being 

emphasized at schools, where the number of children with medical care needs is increasing. 

Based on the history of the paradigm change in the past, the importance of future cooperation 

between education and medical care on an equal status is stressed in this paper. 
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